
都道府県 市町村名

青森県 三戸町

岩手県 花巻市、二戸市

宮城県 白石市、名取市

秋田県 男鹿市

山形県 山形市、米沢市、中山町、最上町、遊佐町

福島県
田村市、鏡石町、西会津町、三島町、
南相馬市

栃木県 小山市

群馬県 邑楽町

埼玉県 毛呂山町

千葉県
市原市、大多喜町、長柄町、木更津市、
袖ケ浦市

富山県 高岡市、入善町

石川県 金沢市、かほく市、川北町、珠洲市

福井県 永平寺町

京都府 宮津市

大阪府 岸和田市、羽曳野市

兵庫県 尼崎市、宝塚市、小野市

和歌山県 紀美野町、有田川町

島根県 美郷町、津和野町、吉賀町

広島県
広島市、府中市、東広島市、熊野町、
北広島町

山口県 周南市、山陽小野田市

高知県 宿毛市

長崎県 平戸市

熊本県 宇土市、宇城市、錦町

宮崎県 都城市、小林市、えびの市

鹿児島県 日置市、いちき串木野市

25府県 59市町村

モデル事業参加都道府県及び市町村一覧（平成26年度～）
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モデルとなる住民運営の通いの場を立ち上げ
・立ち上げの経験を積む
・通いの場の効果として、高齢者が元気になる過程を記録する

支援

アドバイザー＋都道府県担当者
（厚労省）
・戦略策定の支援

住民運営の通いの場の本格育成
・戦略に基づき、通いの場を展開する
・モデルとなった通いの場での効果等を用い住民を動機付ける

高齢者人口の1割以上が通いの場に参加

地域診断
・住民の自主活動が既にどれくらい展開されているのか等の情
報を整理する

国（アドバイザー組織） モデル都道府県モデル都道府県 モデル市町村モデル市町村

アドバイザー
・情報収集すべき項目の提示

戦略策定
・地区内でどのように通いの場を充実するのか等の計画立案す
る（いつ、どこに、何箇所程度等）
・住民の動機付け方法の戦略を立てる

アドバイザー＋都道府県担当者
・現地支援
・電話・メール相談

支援

支援

相談

住民運営の通いの場の拡大

リハビリ専門職等の活用

アドバイザーによる支援のイメージ

地域づくりによる介護予防推進支援モデル事業（平成26年度～）
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住民運営の通いの場の充実プログラム

市町村の全域で、高齢者が容易に通える範囲に通いの
場を住民主体で展開

前期高齢者のみならず、後期高齢者や閉じこもり等何
らかの支援を要する者の参加を促す

住民自身の積極的な参加と運営による自律的な拡大を
目指す

後期高齢者・要支援者でも行えるレベルの体操などを
実施

体操などは週1回以上の実施を原則

＜コンセプト＞

地域づくりによる介護予防とは

18



３．これからの介護予防
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介護予防の推進

○ 介護予防は、高齢者が要介護状態等となることの予防又は要介護状態等の軽減若しくは悪化の防止を目的と
して行うものである。

○ 生活機能（※）の低下した高齢者に対しては、リハビリテーションの理念を踏まえて、「心身機能」「活動」「参加」
のそれぞれの要素にバランスよく働きかけることが重要であり、単に高齢者の運動機能や栄養状態といった心身
機能の改善だけを目指すものではなく、日常生活の活動を高め、家庭や社会への参加を促し、それによって一人
ひとりの生きがいや自己実現のための取組を支援して、QOLの向上を目指すものである。

○ 機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく、生活環境の調整や、地域の中に生きがい・役割
をもって生活できるような居場所と出番づくり等、高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチも含めたバランスのと
れたアプローチが重要であり、地域においてリハビリテーション専門職等を活かした自立支援に資する取組を推
進し、要介護状態になっても、生きがい・役割を持って生活できる地域の実現を目指す。

○ 高齢者を生活支援サービスの担い手であると捉えることにより、支援を必要とする高齢者の多様な生活支援
ニーズに応えるとともに、担い手にとっても地域の中で新たな社会的役割を有することにより、結果として介護予
防にもつながるという相乗効果をもたらす。

○ 住民自身が運営する体操の集いなどの活動を地域に展開し、人と人とのつながりを通じて参加者や通いの場が
継続的に拡大していくような地域づくりを推進する。

○ このような介護予防を推進するためには、地域の実情をよく把握し、かつ、地域づくりの中心である市町村が主
体的に取り組むことが不可欠である。

○ 介護予防の手法が、心身機能を改善することを目的とした機能回復訓練に偏りがちであった。
○ 介護予防終了後の活動的な状態を維持するための多様な通いの場を創出することが必ずしも十分でなかった。

○ 介護予防の利用者の多くは、機能回復を中心とした訓練の継続こそが有効だと理解し、また、介護予防の提供
者も、「活動」や「参加」に焦点をあててこなかったのではないか。

介護予防の理念

これまでの介護予防の問題点

これからの介護予防の考え方

※「生活機能」・・・ICFでは、人が生きていくための機能全体を「生活機能」としてとらえ、①体の働きや精神の働きである「心身機能」、②ADL・家事・職業能力や
屋外歩行といった生活行為全般である「活動」、③家庭や社会生活で役割を果たすことである「参加」の３つの要素から構成される
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時 間 軸

脳卒中・骨折など
（脳卒中モデル）

虚弱高齢者（廃用症候群モデル）

閉じこもり対
象
者
例

高齢者リハビリテーションのイメージ

食事・排泄・着替え・入浴等
ができるように、意欲への働きかけと環境調整をする

急性期・回復期リハ 生活期リハ

＜ADL向上への働きかけ＞
活動へのアプローチ

＜IADL向上への働きかけ＞
掃除・洗濯・料理・外出等
ができるように、意欲への働きかけと環境調整をする

座る・立つ・歩く等
ができるように、訓練をする

＜機能回復訓練＞

＜役割の創出、社会参加の実現＞
地域の中に生きがい・役割をもって生活できるような居場所と出番づくりを支援する
家庭内の役割づくりを支援する

参加へのアプローチ

生
活
機
能

心身機能へのアプローチ
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・介護予防把握事業
地域の実情に応じて収集した情報等の活用により、閉じこもり
等の何らかの支援を要する者を把握し、介護予防活動へつな
げる。

・介護予防普及啓発事業
介護予防活動の普及・啓発を行う。

・地域介護予防活動支援事業
地域における住民主体の介護予防活動の育成・支援を行う。

・一般介護予防事業評価事業
介護保険事業計画に定める目標値の達成状況等の検証を行
い、一般介護予防事業の事業評価を行う。

・ （新）地域リハビリテーション活動支援事業
地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、
訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通い
の場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。

新しい介護予防事業

現行の介護予防事業

一次予防事業

・介護予防普及啓発事業

・地域介護予防活動支援事業

・一次予防事業評価事業

二次予防事業

・二次予防事業対象者の

把握事業

・通所型介護予防事業

・訪問型介護予防事業

・二次予防事業評価事業

一般介護予防事業

一次予防事業と
二次予防事業を
区別せずに、地域
の実情に応じた
効果的・効率的な
介護予防の取組を
推進する観点から
見直す

介護予防を機能
強化する観点か
ら新事業を追加

○機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく、地域づくりなどの高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチも含めたバランスのと
れたアプローチができるように介護予防事業を見直す。

○年齢や心身の状況等によって分け隔てることなく、住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に
拡大していくような地域づくりを推進する。

○リハ職等を活かした自立支援に資する取組を推進し、介護予防を機能強化する。

介護予防・生活支援サービス事業

介
護
予
防
・日
常
生
活
支
援
総
合
事
業

※従来、二次予防事業で実施していた運動器の機能向上プログラム、口腔機能の向上プログラムなどに相当する
介護予防については、介護予防・生活支援サービス事業として介護予防ケアマネジメントに基づき実施 22



一 地域包括ケアシステムの基本的理念
３ 介護予防の推進
介護予防は、高齢者が要介護状態等となることの予防や要介護状態等の軽減・悪化の防止を目的として行うものであり、

その推進にあたっては、機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけではなく、生活環境の調整や、地域の中に生
きがい・役割を持って生活できるような居場所と出番づくりなど、高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチも含めた、バラン
スのとれたアプローチが重要である。このような効果的なアプローチを実践するため、地域においてリハビリテーション専門
職等を活かした自立支援に資する取組を推進し、要介護状態になっても、生きがい・役割を持って生活できる地域の実現を
目指すこと。

二 市町村介護保険事業計画の基本的記載事項
３(一） 総合事業の量の見込み
(中略）
また、一般介護予防事業の推進にあたっては、リハビリテーションの理念を踏まえて、「心身機能」「活動」「参加」のそれぞ
れの要素にバランスよく働きかけることが重要であり、機能回復訓練などの高齢者本人へのアプローチだけでなく、地域の
中に生きがい・役割を持って生活できるような居場所と出番づくりなど、高齢者本人を取り巻く環境へのアプローチも含めた、
バランスのとれたアプローチが重要である。各市町村においては、高齢者を年齢や心身の状況等により分け隔てることなく、
住民運営の通いの場を充実させ、人と人とのつながりを通じて、参加者や通いの場が継続的に拡大していくような地域づくり
の戦略を定めること。

介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（告示）
改正案（介護予防関係抜粋）①

第一 サービス提供体制の確保及び事業実施に関する基本的事項

第二 市町村介護保険事業計画の作成に関する事項
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三 市町村介護保険事業計画の任意記載事項
３ 各年度における地域支援事業に要する費用の額及びその見込量の確保のための方策
（三） 地域支援事業及び予防給付の実施による介護予防の達成状況の点検及び評価
市町村は、各年度において、総合事業（一般介護予防事業）の実施による要介護状態等への移行の程度、予防給付及び

総合事業の実施による要介護二以上への移行の程度等の達成状況を分析し、かつ、評価することが必要である。
この評価については、厚生労働省が策定する指針（ガイドライン）を踏まえ取り組むことが重要である。

三 都道府県介護保険事業支援計画の任意記載事項
１ 地域包括ケアシステム構築のための支援に関する事項
地域包括ケアシステムの実現のため、今後、市町村が重点的に取り組むことが必要な①在宅医療・介護連携の推進、②
認知症施策の推進、③介護予防・生活支援サービスの基盤整備の推進、④介護予防の推進、⑤高齢者の居住安定に係る
施策との連携について、市町村への後方支援として取り組む事項を計画に位置付け、その事業内容等について定めること。
その際、専門職の派遣や好事例の情報提供など市町村が行う高齢者の自立支援に資する包括的かつ継続的な支援の

ための地域ケア会議の推進、総合事業を実施する事業者のうち都道府県が指定権限を持つ介護保険サービス事業者に対
する指導監督の実施や各種研修など総合事業の推進に関する支援策も併せて定めること。

(四) 介護予防の推進

介護予防の推進にあたっては、都道府県の介護部門と衛生部門が連携しながら、広域的な立場から、市町村の介護予
防の取組の評価、リハビリテーション専門職等の広域調整、関係機関間の調整、管内市町村の取組に係る情報収集・提供、
介護予防の取組や保健事業に従事する者の人材育成等の市町村への支援策を定めること。

介護保険事業に係る保険給付の円滑な実施を確保するための基本的な指針（告示）
改正案（介護予防関係抜粋）②

第三 都道府県介護保険事業支援計画の作成に関する事項
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４．リハビリテーション専門職等を活かした

介護予防の機能強化
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地域リハビリテーション活動支援事業の概要

通所訪問
定期的に関与することにより、介護
職員等への助言などを実施するこ
とで、通所や訪問における自立支
援に資する取組を促す。

住民運営の通いの場

定期的に関与すること
により、自立支援のプ
ロセスを参加者全員で
共有し、個々人の介護
予防ケアマネジメント
力の向上につなげる。

リハビリテーション専門職等は、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担当者会議、住民運営の通いの
場等の介護予防の取組を地域包括支援センターと連携しながら総合的に支援する。

○ 地域における介護予防の取組を機能強化するために、通所、訪問、地域ケア会議、サービス担
当者会議、住民運営の通いの場等へのリハビリテーション専門職等の関与を促進する。

地域包括支援センターリハビリテーション専門職等

定期的に関与すること
により、要介護状態に
なっても参加し続ける
ことのできる通いの場
を地域に展開する

連携

地域ケア会議 等
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